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令和３年度原子力施設等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業 

に係る企画競争募集要領 

 

令和３年 ２月 ３日  

原子力規制庁長官官房 

放射線防護グループ 

監 視 情 報 課 

 

原子力規制庁では、令和３年度原子力施設等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）

事業を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

 

１．委託業務の目的 

  原子力規制委員会が策定した「原子力災害対策指針（平成２４年１０月３１日原子力規制

委員会決定）」及びその改正等を踏まえ、緊急時モニタリング要員育成についての本業務は、

緊急時モニタリングセンター（以下「EMC」という。）及び野外での緊急時モニタリングに従

事する者に対して、基礎から実践まで受講者の習熟度に応じた講義・実習・訓練等を開催し、

EMC 及び野外でのモニタリング活動及びモニタリング体制の運用に関する知識・技術等の習

得を図ることにより、緊急時モニタリングの実効性を確保することを目的としている。 

 

２．委託業務の内容 

（１）講座・訓練の実施 

以下に示す２つの講座・訓練を実施すること。 

① モニタリング技術に関する基礎的な講座 
緊急時モニタリングに従事する地方公共団体職員等を対象に、緊急時モニタリングの基礎

について講義及び実習を実施します。具体的には放射線の基礎、モニタリング資機材の使用

方法、環境試料の採取方法、野外モニタリング活動時の放射線防護等の緊急時モニタリング

を適切に実施するために必要な知識及び技術について、講義及び屋外等における実践的な実

習（低線量下での場合を含む。）等とします。開催地域、開催回数及び募集人員については

次のとおりとします。 

 

【開催地域】北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県、新潟県、富山県、石川

県、福井県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、鳥取県、島根県、岡

山県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県及び鹿児島県においてそれぞ

れ１回程度。（なお、各モニタリング技術に関する基礎的な講座等における開

催の可否、開催日及び開催場所については、各地方公共団体からの要望等を踏

まえ、受託者及び原子力規制庁において調整し、その調整結果を踏まえ決定す

ることとします。） 

  【開催回数】２５回程度 
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【募集人員】２０名／回 程度 

 

②EMC 活動訓練 

EMC における活動に従事することが見込まれる地方公共団体職員等を対象に、EMC の役割、

体制及び活動に関する知識の習得を目的とした机上訓練を実施します。開催地域、開催回数

及び募集人員については次のとおりとします。 

   

【開催場所】原子力発電施設等立地地域 

北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、静岡県、石川県、福井県、

島根県、愛媛県、佐賀県及び鹿児島県等においてそれぞれ１回程度。（なお、

各ＥＭＣ活動訓練における開催の可否、開催日、開催場所及び開催規模は、各

地方公共団体、受託者及び原子力規制庁において調整し、その調整結果を踏ま

え決定することとします。） 

【開催回数】全国で１５回程度 

【募集人員】３０名（複数班編制、班当たり１０名程度）／回 程度 

（なお、対象者は、EMC での活動に従事することが見込まれる地方公共団体職

員及び原子力規制庁緊急時対応センター（ERC）関係機能班要員等とすることと

します。） 

 

（２）講座及び訓練効果の充実を図るための活動 

  ①講座及び訓練の実施 

講座及び訓練における教材は、最新の関係法令等を取り入れ、分かり易さ、表現の適切性

等を踏まえ作成することとします。 

モニタリング技術に関する基礎的な講座においては緊急時モニタリングにおいて使用す

る測定機器等の取扱い方法をまとめ、緊急時モニタリング機材取扱い等の副読本を作成し、

受講者に配布することとします。また、講座をいくつかの講義（ステップ）に分け、それら

を選択して参加することができるなど、参加希望者が参加しやすいよう工夫することとしま

す。 

EMC 活動訓練の実施に当たっては、各地方における緊急時モニタリング体制に応じた訓練

内容になるよう、工夫することとし、EMC 活動訓練内容は原子力規制庁及び開催自治体等と

協議し決定することとします。また、各開催時に緊急時モニタリング要員育成事業検討委員

会の委員より２名以上派遣し、EMC 活動訓練の評価を行うこととします。評価様式について

は原子力規制庁と協議を行い決定します。 

   なお、本事業における教材等については、原子力規制庁と調整の上決定することとします。 

 

 ②本事業で使用するデータの作成、入力及び取り込み作業 
   本事業（特に EMC 活動訓練）で使用するデータの作成、入力及び取り込み作業については、

現在（２月３日時点）において原子力規制庁で開発中である国システム（以下「RAMIS」という。）



 
 

3 
 

の訓練機能を使用することとします。データについては、原子力規制庁から提供するものを取り

込む場合のほか、地方公共団体と調整の上、新たに作成したものを入力及び取り込むことが必要

となる場合があります。受託者は事前に原子力規制庁担当課より説明を受けることができます。 
RAMIS は統合原子力防災ネットワークに接続されていない PC では使用することができない

ため、原子力規制庁３階緊急時対応センター又は原子力規制庁が指定する場所において原子力規

制庁が指定する PC を用いて、受託者がデータの入力及び取り込み作業をすることとします。 
RAMIS へのデータの入力及び取り込み作業の実施時期については、原則として、各 EMC 訓

練を実施する１～２週間前に行うこととします。また、６月までにダミーデータ等を作成し、原

子力規制庁立ち会いの下、１回以上入力及び取り込み作業を行い、実際に正確に動くことを確認

することとします。 
RAMIS に入力及び取り込んだ全ての実データについては、本事業終了時に原子力規制庁が指

定する媒体・ファイル形式で提出することとします。 
 
  ③感染症防止対策 

国及び開催自治体等で実施している感染症防止対策等を踏まえ、本事業における感染症防止対

策を万全とした上で開催します。 
また、開催の延期等の判断がなされた場合はその判断に従うこととします。 
なお、受託者の開催地への出張が制限される場合については、原子力規制庁が指定する場所か

ら遠隔により、開催することとします。 
 

④緊急時モニタリング要員育成事業検討委員会の設置 

外部専門家や地方公共団体のモニタリング関係者等からなる「緊急時モニタリング要員

育成検討委員会」を設置し、訓練内容、カリキュラム及び教材の評価等を行い、次年度へ

の改善事項及び改善策の取りまとめを行うこととします。 

   なお、本委員会の委員、委員会資料等については、原子力規制庁と調整の上で決定するこ

ととします。 

 

⑤講座及び訓練効果の確認 

「モニタリング技術に関する基礎的な講座」の効果を確認するため、受講者の理解度確認

を行い、理解度確認による集計データを基に、カリキュラム及び教材を評価し、改善事項の

抽出と改善策の検討を行うこととします。また、実効性向上を図るため、受講者及び講師に

対して講座に対する要望や改善事項などのアンケートを行い、アンケートの集計結果から次

年度へ向けた改善事項の抽出と改善策の検討を行うこととします。 

EMC 活動訓練の有効性を確認するため、受講者及び評価者に対して講座に対する要望や改

善事項などのアンケートを行い、アンケートの集計結果から次年度へ向けた改善事項の抽出

と改善策の検討を行うこととします。 

なお、アンケートの対象者と内容は原子力規制庁と調整の上で決定することとします。 

また、当該年度で改善できる事項について、原子力規制庁と協議の上、改善することとし
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ます。 

 

３．事業実施期間 

   契約締結日～令和４年３月３１日 

 

４．本事業で使用する資機材 

本事業で使用する資機材については、各地方公共団体が保有する資機材を活用することが

実効的であるため、可能である範囲で各地方公共団体の資機材を借用して使用することとし

ます。 

なお、資機材が借用できない場合及び資機材が不足する場合には、国が無償貸与する資機

材を用いて実習を行うこととします（国が無償貸与する物品については、国が定める条件を

満たした上で、貸与物品及び貸与時期については、原子力規制庁と調整の上で決定すること

になります。）。また、国が無償貸与する資機材については、適切な維持管理を行い、無償貸

与する資機材のうち放射線測定器については、必要に応じて認定校正事業者による点検校正

等を行うこととします。 

 

５．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシアム形

式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事

業提案書を提出してください（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託すること

はできません。）。 

① 日本に拠点を有していること。 

② 本事業を的確に遂行するために必要な組織及び人員等を有していること。 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理

能力を有していること。 

④ 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

⑤ 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

⑥ 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 

 

６．契約の要件 

（１）契 約 形 態： 委託契約 

（２）採 択 件 数： １件 

（３）予 算 規 模： １５７，７０７，０００円（消費税込）を上限とします。なお、最終的な

実施内容、契約金額については、原子力規制庁と調整した上で決定するこ

ととします。 
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（４）成果物の納入： 事業報告書３部、電子媒体２式及び原子力規制庁が必要と判断した本事

業で使用した資料等を原子力規制庁に納入すること。 

※ 電子媒体を納入する際、原子力規制庁が指定するファイル形式に加え、透明テキスト

ファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せて納入してください。 

（５）委託金の支払時期 ： 委託金の支払は、原則として、事業終了後の精算払となる予定です。 

※ 事業終了前の支払（概算払）が認められる場合は制限されていますので御注意くださ

い。 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現

地調査を行い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる 

費用の合計です。このため、全ての支出に関して、その収支を明らかに

した帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要です。また、支出額及び内容

についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の

対象外となる可能性もあります。 

 

７．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和３年 ２月   ３日（水） 

    締 切 日：令和３年 ２月 ２４日（水）１２時必着 

 

（２）説明会の開催 

開 催 日 時：令和３年 ２月 ８日（月）１３：００～１３：３０ 

開 催 場 所：原子力規制庁入札会議室 

       （東京都港区六本木１丁目９番９号六本木ファーストビル１８階） 

説明会への参加を希望する方は、１１．問い合わせ先へ令和３年２月 ５日（金）１７

時までに御連絡ください。 

    連絡の際には、メール又はＦＡＸの件名（題名）を必ず「令和３年度原子力施設等 

防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業説明会出席登録」とし、本文に「所

属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail

アドレス」を明記願います。 

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位ごとに１名までで

お願いします。（複数組織での共同応募を予定されている場合は共同で応募される複数組

織を一応募単位とし、その中から１名までの出席でお願いします。）説明会の会場につき

ましては御登録のあった、「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」等により御連絡

します。また、出席者多数の場合には説明会を複数回に分け、時間を調整させていただく

ことがありますので、御了承ください。 

 

（３）応募書類 
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① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「令和３年度原子力施設

等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業申請書」と記載してください。 

・申請書（様式１）＜申請書１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜１部＞ 

・会社概要票及び直近の過去３年分の財務諸表＜１部＞ 

・会社パンフレット＜１部＞ 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮しますが、採択された場合には、

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年法律第４２号）に基づき、

不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象と

なりますので御了承ください。 

  ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書の

作成費用は支給されません。 

  ④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額

内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都

合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。 

 

（４）応募書類の提出先 

応募書類は郵送・宅配便等により以下に提出してください。 

〒１０６－８４５０ 東京都港区六本木１丁目９番９号 

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 

令和３年度原子力施設等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業担当宛

て 

※  持参、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、

審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

※  締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻

までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択に当たっては、第三者の有識者で構成される事業者選定委員会で審査を行い決定し

ます。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施する場合が

あります。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。なお、応募者が２者以上の場合、

事業者選定委員会の各委員が各々評価した結果の合計得点の高い者を採択いたします。 

① ５．の応募資格を満たしているか。 
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②提案内容が、１．の本事業の目的に合致しているか。 

③事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られる

か。 

⑤本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑦コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く

考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ワークライフバランス等の推進に関する認定等取組状況はどうか。 

 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、原子力規制庁のホームページで公表するとともに、当該

申請者に対しその旨を通知します。 

 

９．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。な

お、採択決定後から委託契約締結までの間に、原子力規制庁との協議を経て、事業内容・構

成、事業規模、金額等に変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始と

なりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委

託契約の締結ができない場合もありますので御了承ください。なお、契約締結後、受託者に

対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、作業の一切（原子力規制庁よ

り開示された資料や情報を含む。）について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う

こととなります。 

 

１０．経費の計上 

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに

必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業従事者に対する事業を行うために必要な交通費、日当、宿泊費 

会場費 事業（会議、講演会、シンポジウム）を行うために必要な会場借料及び茶菓

料（お茶代）等 

謝金 事業を行うために必要な謝金（委員謝金等） 

設備費 事業を行うために必要な機械装置及び工具器具備品等の購入、製造、借用、



 
 

8 
 

経費項目 内容 

修繕又は据付けに必要な経費 

物品購入費 事業を行うために直接必要な物品（当該事業のみで使用されることが特定・

確認できるもの。原材料及び消耗品費等（諸経費の中の一般管理費で購入す

るものを除く。））の購入に要する経費 

外注費 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来ない

もの又は適当でないもの（機械装置又は工具器具部品等の設計、製造、改造、

修繕又は据付け、試料の製造、分析鑑定等）の外注に要する経費 

※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印刷費、会場

借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費その他これに類するも

の）については、この項目には計上せず他の適当な項目に計上すること。 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本

に関する経費 

補助職員 

人件費 

事業に直接従事する補助職員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用

等に係る経費 

Ⅲ．再委託費 

 

事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来ない

もの又は適当でないもの（調査、工作物の作成、組立等及び大学、高等専門

学校、独立行政法人化した研究所、公設試験研究機関等からの技術指導費等）

の一部を委託するのに必要な経費 

※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印刷費、会場

借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費その他これに類するも

の）については、この項目には計上せず他の適当な項目に計上すること。 

Ⅳ．一般管理費 

 

事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難な経費

（当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの）について、契約締結

時において一定割合支払を認められる間接経費。 

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コンピュータ

使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当該事業に要した経

費として抽出・特定が困難な経費。（これらにあっても事業の特定が可能な

ものは、事業費に計上すること。） 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機

器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 
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１１．問い合わせ先 

〒１０６－８４５０ 東京都港区六本木１丁目９番９号 

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 

担当：廣井 

TEL：０３－５１１４－２１２５ 

FAX：０３－５１１４－２１８５ 

 

    

お問い合わせは電話又はＦＡＸでお願いします。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「令和３年度原子力施設等防災対策等委

託費（緊急時モニタリング要員育成）事業」としてください。他の件名（題名）ではお問い

合わせに回答できない場合があります。 

 

 

 

以上 
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（様式１） 

受付番号 

※記載不要 
 

原子力規制庁 あて 

 

 

令和３年度原子力施設等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業 

申請書 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

署名 

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

令和３年度原子力施設等防災対策等委託費（緊急時モニタリング要員育成）事業 

企画提案書 

 

１．事業の実施方法 

＊募集要領の２．事業内容の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載してください。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

２．実施スケジュール（１．の実施が月別に分かること） 

 

３．事業実績 

類似事業の実績 

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

４．実施体制 

＊実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容 

＊外注、再委託を予定しているのであればその内容 

５．事業費総額（円）※記載している費目は例示。募集要領１０．（１）経費の区分に応じて

必要経費を記載すること。 

Ⅰ 人件費  

Ⅱ 事業費 

①旅費               

②会議費              

③謝金           

④備品費 

⑤借料及び損料 

⑥消耗品費 

⑦外注費 

⑧印刷製本費 

⑨補助員人件費 

⑩その他諸経費 

Ⅲ 再委託費 

Ⅳ 一般管理費 

小計 

Ⅳ 消費税及び地方消費税  

総額               円（※総額は委託予定額の上限内に収めてください。） 
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６．組織の取組 

ワークライフバランス等の推進に関する認定等取得状況 

＊プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユース

エール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律に基づく一般事業主行動計画（策定義務のない事業主（常時雇用する労働者が 300

人以下のもの）が努力義務により届出たものに限る。）については労働局の受付印のある

一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 

＊認定段階についてはえるぼし認定の認定段階（１～３）を、計画期間については女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般

事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 

＊事業者の経営における主たる事業所（本社等）において取得しており、かつ、提案書提

出時点において認定等の期間中であるものに限る。 

 
 


